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厚 生 委 員 会 資 料

令和５年１２月１３日

河辺市民サービスセンター

秋田市河辺岩見温泉交流センター条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第12条 （略） 第１条～第12条 （略）

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

施設 使用料 施設 使用料

区分 単位 金額 区分 単位 金額

浴室 一般 １人１回に 500円 浴室 一般 １人１回に 400円

小学生 つき 250円 小学生 つき 200円

（略） （略）

備考 浴室の使用に係る回数券（12回使用券）は、一般 備考 浴室の使用に係る回数券（12回使用券）は、一般

5,000円、小学生2,500円とする。 4,000円、小学生2,000円とする。

- 3 -



使用料等改定施設概要書 （No.001）

所管部局（市民生活部）

１ 名 称 秋田市河辺岩見温泉交流センター

２ 所 在 地 秋田市河辺三内字外川原１０１番地１

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 木造一部鉄筋コンクリート造平屋建

(2）面 積 602.21㎡

(3) 開 設 年 月 平成２８年１０月

(4) 料金改定年月日 令和元年１０月１日（消費税率引き上げに伴う改定）

(5) 施設の利用人数 令和４年度 64,950人

(6) 貸出区分・料金体系

使用料金
貸出区分名 単位

改定前料金 改定後料金

浴室使用料 １回 一 般 400円 500円

小学生 200円 250円

回数券 一 般 4,000円 5,000円

（12回使用券） 小学生 2,000円 2,500円

４ 施設写真
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厚 生 委 員 会 資 料

令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

中央市民サービスセンター

秋田市市民サービスセンター条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第17条 （略） 第１条～第17条 （略）

別表（第５条、第６条関係） 別表（第５条、第６条関係）

区分 単位 金額 区分 単位 金額施設名 施設名

多目的 （略） 多目的 （略）

ホール 営利を目 使用面積500 2,460円 ホール 営利を目 使用面積500 2,090円

的とする 平方メートル 的とする 平方メートル

場合 未満のもの１ 場合 未満のもの１

時間につき 時間につき

使用面積500 4,930円 使用面積500 4,190円

平方メートル 平方メートル

以上のもの１ 以上のもの１

時間につき 時間につき

地域文 （略） 地域文 （略）

化ホー 営利を目 使用面積250 1,850円 化ホー 営利を目 使用面積250 1,570円

ル 的とする 平方メートル ル 的とする 平方メートル

場合 未満のもの１ 場合 未満のもの１

時間につき 時間につき

使用面積250 4,930円 使用面積250 4,190円

平方メートル 平方メートル

以上のもの１ 以上のもの１

時間につき 時間につき

体育館 入場料を （略） 体育館 入場料を （略）

徴収しな 市民以外 １ 640円 徴収しな 市民以外 １ 540円

い場合 の者も参 時 い場合 の者も参 時

加する体 間 加する体 間

育に関す に 育に関す に

る大会、 つ る大会、 つ

講習会等 き 講習会等 き

に使用す に使用す

るとき。 るとき。

その他の 1,260円 その他の 1,070円

催しに使 催しに使

用すると 用すると

き。 き。
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入場料を 体育に使 1,070円 入場料を 体育に使 910円

徴収する 用すると 徴収する 用すると

場合 き。 場合 き。

その他の 3,740円 その他の 3,180円

催しに使 催しに使

用すると 用すると

き。 き。

営利を目 13,390円 営利を目 11,380円

的とする 的とする

場合 場合

和室お （略） 和室お （略）

よび洋 営利を目 使用面積50平 250円 よび洋 営利を目 使用面積50平 210円

室 的とする 方メートル未 室 的とする 方メートル未

場合 満のもの１室 場合 満のもの１室

１時間につき １時間につき

使用面積50平 480円 使用面積50平 410円

方メートル以 方メートル以

上100平方メ 上100平方メ

ートル未満の ートル未満の

もの１室１時 もの１室１時

間につき 間につき

使用面積100 980円 使用面積100 830円

平方メートル 平方メートル

以上150平方 以上150平方

メートル未満 メートル未満

のもの１室１ のもの１室１

時間につき 時間につき

使用面積150 1,470円 使用面積150 1,250円

平方メートル 平方メートル

以上のもの１ 以上のもの１

室１時間につ 室１時間につ

き き

音 楽 （略） 音 楽 （略）

室、調 営利を目 １室１時間に 480円 室、調 営利を目 １室１時間に 410円

理室お 的とする つき 理室お 的とする つき

よび陶 場合 よび陶 場合

芸工作 芸工作

室 室

備考 （略） 備考 （略）
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使用料等改定対象施設概要書 （No.002～009）

所管部局（市民生活部）

１ 名 称 秋田市西部市民サービスセンター（No.002）

２ 所 在 地 秋田市新屋扇町１３番３４号

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 鉄筋コンクリート造一部鉄骨３階建

(2）面 積 3,643.69㎡

(3) 開 設 年 月 平成２１年５月

(4) 施設の利用人数 令和４年度 46,456人

４ 施設写真

１ 名 称 秋田市北部市民サービスセンター（No.003）

２ 所 在 地 秋田市土崎港西五丁目３番１号

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 鉄筋コンクリート造一部鉄骨３階建

(2）面 積 5,581.54㎡

(3) 開 設 年 月 平成２３年５月

(4) 施設の利用人数 令和４年度 77,053人

４ 施設写真
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１ 名 称 秋田市河辺市民サービスセンター（No.004）

２ 所 在 地 秋田市河辺和田字北条ケ崎３８番地２

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 鉄筋コンクリート造３階建

(2）面 積 3,362.45㎡

(3) 開 設 年 月 昭和６３年７月

(4) 施設の利用人数 令和４年度 12,772人

４ 施設写真

１ 名 称 秋田市雄和市民サービスセンター（No.005）

２ 所 在 地 秋田市雄和妙法字上大部４８番地１

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 鉄筋コンクリート造３階建

(2）面 積 3,724.22㎡

(3) 開 設 年 月 昭和６３年３月

(4) 施設の利用人数 令和４年度 9,920人

４ 施設写真
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１ 名 称 秋田市南部市民サービスセンター（No.006）

２ 所 在 地 秋田市御野場一丁目５番１号

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 鉄筋コンクリート造２階建

(2）面 積 2,229.44㎡

(3) 開 設 年 月 平成２６年５月

(4) 施設の利用人数 令和４年度 38,202人

４ 施設写真

１ 名 称 秋田市南部市民サービスセンター別館（No.007）

２ 所 在 地 秋田市牛島東六丁目４番５号

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 鉄筋コンクリート造一部鉄骨２階建

(2）面 積 1,632.00㎡

(3) 開 設 年 月 平成３０年７月

(4) 施設の利用人数 令和４年度 40,094人

４ 施設写真
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１ 名 称 秋田市東部市民サービスセンター（No.008）

２ 所 在 地 秋田市広面字釣瓶町１３番地３

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 鉄筋コンクリート造一部鉄骨２階建

(2）面 積 2,538.98㎡

(3) 開 設 年 月 平成２７年８月

(4) 施設の利用人数 令和４年度 49,558人

４ 施設写真

１ 名 称 秋田市中央市民サービスセンター（No.009）

２ 所 在 地 秋田市山王一丁目１番１号

３ 規 模 等

(1) 構 造 等 鉄筋コンクリート造６階建

(2）面 積 1,966.54㎡

(3) 開 設 年 月 平成２８年５月

(4) 施設の利用人数 令和４年度 69,749人

４ 施設写真
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５ 料金改定年月日 平成２６年４月１日（消費税率引き上げに伴う改定）

（No.002～009 共通） 令和元年１０月１日（消費税率引き上げに伴う改定）

６ 貸出区分・料金体系（No.002～009 共通）

使用料（１時間）
貸出区分名 用途・概要等

改定前料金 改定後料金

多目的ホール 営利を目的としない場合 無料 無料

多目的ホール 営利を目的とする場合 2,090円 2,460円

500㎡未満

多目的ホール 営利を目的とする場合 4,190円 4,930円

500㎡以上

地域文化ホール 営利を目的としない場合 無料 無料

地域文化ホール 営利を目的とする場合 1,570円 1,850円

250㎡未満

地域文化ホール 営利を目的とする場合 4,190円 4,930円

250㎡以上

体育館 入場料を徴収しない場合 無料 無料

市民が体育に使用するとき。

体育館 入場料を徴収しない場合 540円 640円

市民以外の者も参加する体育

大会、講習会等に使用すると

き。

体育館 入場料を徴収しない場合 1,070円 1,260円

その他の催しに使用すると

き。

体育館 入場料を徴収する場合 910円 1,070円

体育に使用するとき。

体育館 入場料を徴収する場合 3,180円 3,740円

その他の催しに使用すると

き。

体育館 営利を目的とする場合 11,380円 13,390円

和室および洋室 営利を目的としない場合 無料 無料

和室および洋室 営利を目的とする場合 210円 250円

50㎡未満１室につき
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使用料（１時間）
貸出区分名 用途・概要等

改定前料金 改定後料金

和室および洋室 営利を目的とする場合 410円 480円

50㎡以上100㎡未満１室につ

き

和室および洋室 営利を目的とする場合 830円 980円

100㎡以上150㎡未満１室につ

き

和室および洋室 営利を目的とする場合 1,250円 1,470円

150㎡以上１室につき

音楽室、調理室お 営利を目的としない場合 無料 無料

よび陶芸工作室

音楽室、調理室お 営利を目的とする場合 410円 480円

よび陶芸工作室 １室につき
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厚 生 委 員 会 資 料

令和５年１２月１３日

国 保 年 金 課

秋田市国民健康保険税条例の一部を改正する件について

１ 秋田市の国民健康保険税の内訳

２ 改正内容

(1) 出産する予定の被保険者又は出産した被保険者（以下「出産被保険者」とい

う ）について、次の期間に係る所得割額および被保険者均等割額を、当該納。

税義務者に対して課する所得割額および被保険者均等割額から減額する。

ア 単胎妊娠の場合

出産の予定日又は出産の日の属する月（以下「出産予定月」という ）の。

前月から出産予定月の翌々月までの期間

イ 多胎妊娠の場合

出産予定月の属する月の３月前から出産予定月の翌々月までの期間

(2) 納税義務者は、出産被保険者の氏名、出産の予定日等を市長に届け出なけれ

ばならないこととするが、届出がなかった場合でも職権で減額できることとす

る。

３ 改正による保険税への影響

減額の総額 約１５０万円／年

（令和４年度に出産育児一時金を支給した世帯数（７５世帯）での試算）

減額分については国が２分の１、県が４分の１、市が４分の１を負担するが、

県、市負担分については地方交付税で所要額が措置される。

４ 施行期日等

施行は令和６年１月１日で、改正後の条例の規定は令和５年度分の国民健康保

険税のうち令和６年１月以後の期間に係るものと、令和６年度以後の年度分の国

民健康保険税に適用される。

基礎課税額
＋

後期高齢者支援金等課税額
＋

介護納付金課税額

所得割 被保険者均等割 世帯別平等割 所得割 被保険者均等割 世帯別平等割 所得割 被保険者均等割 世帯別平等割

3か月前 2か月前 1か月前 1か月後 2か月後 3か月後

単胎の方 出産予定月

多胎の方 出産予定月

11月

制度開始

令和５年８月 ９月 10月 12月 令和６年１月 ２月

減額対象出産予定月
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秋田市国民健康保険税条例新旧対照表

改 正 案 現 行

第１条～第17条 （略） 第１条～第17条 （略）

（保険税の減額） （保険税の減額）

第18条 （略） 第18条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令

第56条の89第４項に規定する出産被保険者（以

下「出産被保険者」という。）が属する場合に

おける当該納税義務者に対して課する所得割額

および被保険者均等割額（第１項に規定する金

額を減額するものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額

および被保険者均等割額から、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を

減額して得た額とする。

(1) 出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第４条の規定によ

り算定した所得割額の12分の１の額に、当該

出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行

規則第24条の30の５に定める場合には、出産

の日。以下同じ。）の属する月（以下「出産

予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合

には、３月前）から出産予定月の翌々月まで

の期間（以下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第５条の

規定により算定した被保険者均等割額（第１

項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割

額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の

産前産後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額

(3) 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課

税額の所得割額 当該出産被保険者につき第

６条の２の規定により算定した所得割額の12

分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額

(4) 出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課
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税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者

につき第６条の３の規定により算定した被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後

の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額

(5) 出産被保険者に係る介護納付金課税額の所

得割額 当該出産被保険者につき第６条の５

の規定により算定した所得割額の12分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 出産被保険者に係る介護納付金課税額の被

保険者均等割額 当該出産被保険者につき第

６条の６の規定により算定した被保険者均等

割額（第１項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属す

る月数を乗じて得た額

第18条の２～第19条の２ （略） 第18条の２～第19条の２ （略）

（出産被保険者に係る届出）

第19条の３ 保険税の納税義務者は、出産被保険

者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を

記載した届書を市長に提出しなければならな

い。

(1) 納税義務者の氏名、住所および生年月日

(2) 出産被保険者の氏名、住所および生年月日

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者

は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる

書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにす

ることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合

には、出産した被保険者と当該出産に係る子

との身分関係を明らかにすることができる書

類
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３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の

出産の予定日の６月前から行うことができる。

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出

産被保険者について同項各号に掲げる事項およ

び第２項各号に掲げる書類において明らかにす

べき事項を確認することができる場合は、第１

項の規定による届出を省略させることができ

る。

以下 （略） 以下 （略）
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（市民生活部）

請願・陳情 令和５年11月市議会定例会提出分 新規・継続

受理 受 理
件 名 請願・陳情者名

番号 年月日

令和５年 健康保険証廃止の

９ 10月５日 中止に関する意見書

の提出について

請願・陳情の要点 左 に 対 す る 措 置 等

マイナンバーカードと健康保険証

の一体化などを盛り込んだ法律案が

成立したことは、マイナンバーカー

ドの取得は任意とされてきたにもか

かわらず、マイナンバーカードの利

用を国民に強制することにつながる

重大な方針転換です。また、同法律

案の可決後も個人情報に関する問題

が次々と明らかになり、十分な審議

が尽くされたとは到底思えない状況

です。

健康保険証の廃止は、国民皆保険

制度の根幹を破壊する重大問題に発

展しかねず、政府の冷静な判断が求

められています。
よって、国においては、健康保険

証の廃止により健康保険証を持てず、
保険診療を受けられない人が生じな

いよう、健康保険証の廃止とマイナ

ンバーカードへの一体化について、

中止を含め、見直すことを強く要望

します。

つきましては、健康保険証の廃止

を中止することについて、国会及び

関係行政庁に対して意見書を提出し

てくださるよう陳情いたします。
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　１．計画策定の背景、目的と取組、計画期間 　　　　　2．市の状況 主な死因の割合

　○計画期間
　 　令和６年度から令和11年度まで（６年間）
     ※ 計画期間の中間年度となる令和８年度に中間評価を実施します。 　　　　 　　　　　　※秋田市の人口動態の値（令和３年）

  3．健康・医療情報の分析

※秋田市介護保険課分析（令和５年４月１日現在）

○データの出典：国保データベース(KDB)システム

　　

厚 生 委 員 会 資 料
令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ３ 日
国保年金課・特定健診課

悪性新生物

29.2%

心疾患

11.9%
老衰

9.1%
脳血管疾患

8.1%
肺炎

3.4%

腎不全

2.2%

その他

36.1%

脳血管疾患

44.3%

がん（末期）

18.6%

初老期における認知症

7.1%

糖尿性網膜症、腎症、

網膜症

6.4%

パーキンソン病関

連疾病

4.6%

骨折を伴う

骨粗相症

3.9%

その他

15.0%

介護保険第２号被保険者の介護

が必要となった原因疾患

第３期秋田市国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）（原案） 【概要版】

37.0 37.0

36.0

36.3 37.3

37.4 37.5

30.9

38.0
39.3

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Ｈ30 R元 R2 R3 R4

特定健診受診率

秋田市 秋田県

(％)

③介護の状況①健診結果等の分析

県全体では、
令和2年度に
大きく受診率が
低下しています
が、秋田市の
受診率は横ば
いとなっていま
す。

・高血圧症医療費、脳血管疾患医療費は減少傾向です。
・レセプト１件当たりの脳血管疾患医療費を男女別でみると、男性は
令和２年度をピークに減少していますが、女性は令和元年度以降増
加しており、令和４年度には過去５年間で最も高くなっています。

・糖尿病医療費は、令和４年度には前年度に比べて8.0%
減となっており、過去５年間で最も低くなっています。
・人工透析実施率は、横ばいに推移していますが、人工透析
医療費は減少傾向にあります。

・特定健康診査結果では、男女ともに半数程度で、血圧、血
糖関連の有所見がみられます。
・特定保健指導の実施率は、平成30年度は県の平均を上
回っていましたが、その後は下回って推移しています。

19,312 

19,749 
19,648 

20,165 20,167 

18,800
19,000
19,200
19,400
19,600
19,800
20,000
20,200
20,400

Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度

介護認定者数(人)

生活習慣が原因となり得る糖尿病や高血圧
症、慢性腎臓病に多くの医療費がかかっていま
す。

33.4

55.3
46.9

54.3

28.4
36.0

54.9 51.5 54.8

32.1
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BMI 腹囲 HbA1c 収縮期血圧 中性脂肪

Ｒ４ 特定健康診査有所見の割合【男性】

秋田市 秋田県

(％) ①－１

20.4
17.6

42.1 48.0

15.4

25.6 19.7

49.1
50.3

18.2

0
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BMI 腹囲 HbA1c 収縮期血圧 中性脂肪

Ｒ４ 特定健康診査有所見の割合【女性】

秋田市 秋田県

(％) ①－２

・介護認定を受けている人数は、増加傾向にあります。
・介護保険第２号被保険者の介護が必要となった原因疾患を
見ると、「がん（末期）」、「脳血管疾患」が６割を占めています。

秋田市で医療費が高い疾病(令和４年度)

１位
２位
３位
４位
５位 慢性腎臓病（透析あり）

糖尿病
統合失調症
関節疾患
高血圧症

がんの他、生活習慣が原因となり得る疾病
の占める割合が高くなっています。

人　　　口 303,048人
高齢化率(65歳以上) 32.5%
国 保 被 保 険 者 数 53,463人
被保険者の平均年齢 57.95歳
※人口と高齢化率は令和４年秋田県年齢

別流動人口調査の値

被保険者数と平均年齢は令和４年度末

時点の値（国保年金課集計）

・現役世代の被保険者が減少する一方で医療の高度化による医療費の増大などが懸

念されるため、健康や医療・介護等に関するデータを活用し、ＰＤＣＡサイクルに沿った
効果的かつ効率的な保健事業の遂行と医療費の適正化を目指します。
・被保険者が自らの生活習慣の問題点を発見し、意識して生活習慣の改善に継続的に
取り組めるように支援します。
・被保険者の健康の増進、生活習慣病の重症化予防、生涯にわたる生活の質の維持
および向上を目指し、特定健康診査や特定保健指導による生活習慣病予防と重症化
予防に重点的に取り組みます。

9,382,571 
9,670,390 9,035,465 9,268,423 8,926,348 

13,104,498 13,413,925 12,944,554 13,274,784 13,041,473 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

H30 R元 R2 R3 R4

医療費総額の推移

入院 外来

・外来・入院医療費は、過去５年間のうちで令和元年度が最も高く
なっていますが、令和４年度には前年に比べ2.6%減少しています。
・外来の医療費で最も高いのは、糖尿病で、次いで高血圧症、慢
性腎臓病（透析あり）と生活習慣病が上位を占めています。

(千円)

668,015 712,828 703,230 720,823 672,709 

478,909 486,340 483,373 488,828 
439,723 

0
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糖尿病医療費総額
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(千円)

611,383 680,513 
568,831 535,849 549,249 

287,866 
258,980 

228,401 231,084 191,441 

 0
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H30 R元 R2 R3 R4

人工透析医療費総額

男性 女性

(千円)

458,395 429,911 419,541 394,722 382,201

481,084
451,700 437,277 431,224 404,650
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高血圧症医療費総額

男性 女性

(千円)

356,152
343,181 351,648 330,313

281,025

236,926 207,680 239,010 239,542
263,775

0
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脳血管疾患医療費総額

男性 女性

②－７

132,349
142,873

160,131 156,472
142,797

144,028 140,705
157,763 160,443 175,499

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H30 R元 R2 R3 R4

レセプト１件当たり脳血管疾患医療費（男女別）

男性 女性

(千円)

(円)

②医療情報の分析

Ｒ４ 外来・入院別医療費割合（疾患別）

【外来】

【入院】

疾病名 外来医療費(円) 割合(%)

1 糖尿病 1,062,762,440 8.2

2 高血圧症 760,280,600 5.9

3 慢性腎臓病(透析あり) 584,647,260 4.5

4 関節疾患 519,359,780 4.0

5 脂質異常症 438,563,210 3.4

6 不整脈 437,154,190 3.4

7 肺がん 359,671,460 2.8

8 大腸がん 258,676,470 2.0

9 統合失調症 239,247,270 1.9

10 うつ病 235,601,280 1.8

疾病名 入院医療費(円) 割合(%)

1 統合失調症 769,265,990 8.6

2 骨折 289,437,440 3.2

3 関節疾患 281,140,270 3.1

4 脳梗塞 264,427,590 3.0

5 うつ病 228,955,530 2.6

6 肺がん 225,845,110 2.5

7 大腸がん 218,217,820 2.4

8 不整脈 195,932,820 2.2

9 脳出血 168,790,460 1.9

10 慢性腎臓病(透析あり) 156,042,480 1.7

35.3

22.2

19.2
14.5 15.4

22.2 21.5

21.0
19.2

16.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Ｈ30 R元 R2 R3 R4

特定保健指導実施率

秋田市 秋田県

(％) ①－３

※BMI:体重と身長から算出される肥満度を表す体格指数

( )

②－１

②－２

②－３

②－４

②－６

②－８

③－１

③－２

人工透析実施者数・率　全体②－５
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　　４．第2期データヘルス計画の実施状況

　　５．課題解決のための保健事業と目標値

課題解決のための目標 目標を達成するための
保健事業

評価指標
（アウトカム指標） 現状値 中間目標

（R8年度）
最終目標

（R11年度）

1
メタボリックシンドロームの該当者割合が増加傾向にあるため、被保険者が日頃
から自身の健康状態を把握し、健康管理をしていくように意識付ける必要があ
る。

自身の健康状態を把握することができる特定健康診査を、
生活習慣を振り返る機会とする。 ・特定健康診査事業 ・特定健康診査受診率 37.3% 44% 50%

2
特定健康診査の結果では、血圧、血糖関連に有所見がみられる者が半数程
度いるため、特定保健指導による生活習慣の改善および必要に応じた受診勧
奨を実施する必要がある。

特定保健指導等をとおして生活習慣の改善に取り組む被保
険者を増加させる。

・特定保健指導事業
・糖尿病および慢性腎臓病(CKD)重
症化予防事業
・高血圧症重症化予防事業

①特定保健指導実施率
②特定保健指導による特定保健指導対
象者の減少率
③特定健康診査受診者に占める特定保
健指導者割合

①15.4%
②28.3%
③8.6%

①26.3%
②30.0%
③8.2%

①35.3%
②30.0%
③7.9%

3
脳血管疾患医療費は減少傾向にあるものの、秋田県平均より高く、特に女性
の医療費の増加が大きいことから、引き続き脳血管疾患のリスクとなる高血圧
症等の発症予防や重症化予防に取り組む必要がある。

高血圧症が重症化するリスクの高い被保険者を適切な医療
に結びつけることで、脳血管疾患の発症を予防する。 ・高血圧症重症化予防事業

①勧奨対象者に対する受診者割合
②血圧が保健指導判定値を超える者の
割合

①48.0%
②52.8%

①70.0%
② 減少

①70.0%
②50.0％以下

4
医療費が最も高い疾病は糖尿病で総医療費の約５%を占めている。また、人
工透析実施者の半数が糖尿病を併発していることから、人工透析に移行させ
ないための支援が必要である。

糖尿病が重症化するリスクの高い被保険者を適切な医療に
結びつけることで、糖尿病性腎症および人工透析に移行する
者を減少させる。

・糖尿病および慢性腎臓病(CKD)重
症化予防事業

①勧奨対象者に対する受診者割合
②HbA1c8.0％以上の者の割合

①未治療者　 :76.0%
　 治療中断者:48.4%

②1.0%

①未治療者　：80.0%
   治療中断者:70.0%

②1.0%を維持

①未治療者　 ：80.0%
   治療中断者：70.0%

②1.0%を維持

5 悪性新生物（がん）は、死因の割合が最も高いことに加え、死亡率も高く、
医療費も高額であることから、検診による早期発見と予防啓発が重要である。

がんの早期発見のために、がん検診を受ける被保険者を増
加させ、死亡率を低減する。 ・(新)がん検診・がん予防啓発事業 ①各がん死亡率

②各がん検診受診率
①14.9％～63.1％
②6.4％～20.8％

①減少
②6.7％～22.0％

①減少
②7.1％～23.2％

6
高齢化に伴い医療費が増加していることから、適切な受診・服薬の促進、ポリ
ファーマシーやセルフメディケーション等に関する周知・啓発により、医療費の適
正化を図る必要がある。

・重複・頻回受診、重複服薬、多剤服薬の対象者数を減
少させる。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用割合を上げる。

・適切な受診および服薬の促進
・後発医薬品の使用促進

①重複・頻回受診者数
②重複服薬者数
③多剤服薬者数
④後発医薬品の使用割合

①129人
②8人

③8,809人
④82.9％

①117人
②減少

③8,009人
④ 85.8％

①105人
②減少

③7,207人
④88.8％

7 歯周疾患の進行は、糖尿病等の生活習慣病につながるリスクが高まることか
ら、健康への意識付けや予防的な取組により、リスクを低減する必要がある

歯周疾患検診や歯科相談・健康教室などをつうじて、歯と口
腔の健康について普及啓発し、口腔機能の維持・向上を図
る。

・(新)歯と口腔の健康づくり事業 ①歯周疾患検診受診率 ①6.9% ①増加 ①増加

8
介護認定時の原因疾患の６割以上を「がん(末期)」と「脳血管疾患」が占め
ており、高齢者自らが発症予防に積極的に取り組むことが大切であることから、
その取組を支援する必要がある。

介護予防に係る啓発セミナー等への参加者数を増加させ
る。 ・(新)介護予防事業 ①フレイル測定会への参加者数

②はつらつくらぶ事業への新規参加者数
①330人/年

②55人
①1,000人/年

②64人
①1,000人/年

②64人

健康課題

事業概要 目標
（Ｒ５) Ｒ４実績 現状の分析と課題

1 特定健康診査
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、糖尿病や
高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の発症や重
症化を防ぐために特定健康診査を実施する。

50.0% 37.3%
・40歳代および50歳代の受診率が、60歳代や70歳代に比べ低い傾向にあるため、スマートフォン等のＩＣＴ端末を活用し
た受診勧奨など、若年層の行動属性に即した情報発信を行う必要がある。
・医療機関に通院中の被保険者の受診割合が低いため、レセプトデータを分析し効果的な受診勧奨を行う必要がある。

2 特定保健指導
特定健康診査によりメタボリックシンドロームと判定された
受診者に対し、生活習慣病のリスクの程度に応じて、保
健師・管理栄養士が保健指導を実施する。

35.3% 15.4%

・指導前後で検査値が改善している項目が多数見られ、保健指導が生活習慣病予防に有効な取組であることが裏付けられ
た。
・ＩＣＴ等の活用による利用しやすい指導体制の整備に加え、健診後に時間を置かずに指導できる体制の検討、利用勧奨
の工夫などに取り組む必要がある。

未治療者 70.0% 76.0%

治療中断者 70.0% 48.4%

70.0% 48.0%

415人
2.4%

450人
2.7%

胃がん 50.0% 6.4%
大腸がん 50.0% 20.8%
子宮頸がん 50.0% 9.1%
前立腺がん 50.0% 18.4%
乳がん 50.0% 7.7%

特定健康診査受診率

特定保健指導実施率

事業

高血圧症重症化予防事業 特定健康診査受診者のうち高血圧症が重症化するリス
クの高い者への受診勧奨を実施する。

評価指標

・未受診理由として「自己測定している」、「必要性を感じない」との回答が多かったことから、受診勧奨の継続に加え、高血圧
症に関する正しい知識の普及啓発など、ポピュレーションアプローチによる取組を強化する必要がある。

3 糖尿病および慢性腎臓病（CKD）重
症化予防事業

糖尿病および慢性腎臓病（CKD）重症化による腎不
全・人工透析への移行を予防するため、未治療者・治療
中断者への受診勧奨と治療中患者への保健指導を実
施する。

勧奨対象者に対する受
診者割合

勧奨対象者に対する受診者割合

・治療中断者の未受診理由として「治療費に負担を感じる」、「自己管理している」とあげる者が多かったことから、受診勧奨の
継続に加え、糖尿病に関する正しい知識の普及啓発など、ポピュレーションアプローチによる取組を強化する必要がある。

特定健康診査受診時にⅡ度高血圧以
上で服薬なしの者

4

各がん検診の受診率
・国保に加入する全世帯を対象とした医療費通知や納税通知書に案内文書を同封、ホームページでの周知などを行ったが
受診率の向上にはつながらなかったため、保健予防課（検診の実施主体）との連携した周知・啓発方法について検討する必
要がある。

5 がん検診の助成事業
被保険者へ胃がん検診や大腸がん検診など、５つのがん
検診を対象とした検診料金の全額助成をするとともに、制
度について周知し、各がん検診の受診率向上につなげる。

特定健康診査等では、新型コロナウイルス感染症が急拡大した令和２年度以降は、不安から受診を控える動きが見られたことから、電話予約に加え、来場時間や定員の設定など安心して健診を受けられるような環境整備を図りながら受診率の

向上に努めました。目標の達成には至りませんでしたが、全国市町村国保の前年度比の平均がマイナス4.7ポイントだった令和２年度においても、本市ではマイナス1.0ポイントの減少に抑えることができました。また、 糖尿病および慢性腎臓病

（CKD）重症化予防事業では、未治療者に対する受診勧奨で目標を達成したほか、治療中患者への保健指導では指導途中での脱落者がいなかったことに加え、検査結果も改善傾向にあるなど事業の効果が見られました。。

被保険者の「健康の増進」と「生活の質の維持と向上」を実現するため、健康・医療情報を分析し解決すべき課題を抽出し表に整理しました。

表では、それぞれの課題毎に、「課題解決のための目標」と「目標を達成するための保健事業」を整理しました。表の右側には、保健事業を評価するための指標を記載しています。

- 19 -


